
平成 28 年 12 月 27 日 

各位 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素はスポーツ用器具を御愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。 
 

 さて、近年、バレーボール用器具についての事故・故障等による重大事故が発生しており、

公益財団法人 日本バレーボール協会が、JVA加盟団体（都道府県協会・全国連盟）へバレー

ボール用器具のメンテナンス等の徹底について、注意喚起文を配信しました。 

スポーツ用器具をご使用の際には、安全にご使用いただきます上で、下記の注意喚起の 

内容を守り、安全にご使用いただけますようお願いいたします。 

 

 

記 

〈注意喚起内容〉 

1. 使用者は使用前に取扱説明書を十分にご熟読していただき、正しく使用してください。 

 

2. スポーツ用器具について、不具合があると感じましたら、直ちにご使用を止めていただ

き、管理者に申し入れください。 

 

3. 管理者は使用者からスポーツ用器具の不具合の連絡があった場合、表示してある連絡先

またはスポーツ用器具の知識を有している販売事業者あるいはメーカーに連絡をいただ

き、点検・修理・交換等の判断を仰いでください。 

 

4. 管理者は、取扱説明書に基づき、適切な保管・管理（台帳の記載）を行ってもらうこと

とともに、スポーツ用器具の知識を有している販売事業者あるいはメーカーに必ずメン

テナンスの依頼を受けるように徹底してください。 

 

5. 標準耐用年数を越えたスポーツ用器具、あるいは安全点検をいつ行ったか不明なスポー

ツ用器具については、直ちに使用を停止し、メーカーの安全点検を受けて下さい。また、

標準耐用年数を越えていないスポーツ用器具についても表示してある連絡先またはスポ

ーツ用器具の知識を有している販売事業者あるいはメーカーに必ずメンテナンスの依頼

を受けるように徹底してください。 

 

以上 

 


